
山
梨
県
公
報
　
　
第
百
二
十
三
号
　
　
令
和
二
年
八
月
二
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
三
九

山
梨
県
公
報

第
百
二
十
三
号

令
和
二
年

八
月
二
十
七
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
供
用
開
始	

四
三
九

○
県
営
住
宅
使
用
料
等
の
収
納
事
務
の
委
託	

四
三
九

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出	

四
四
〇

○
公
共
測
量
の
終
了	

四
四
〇

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

四
四
一

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

四
四
一

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

長
坂
高
根
線

北
杜
市
高
根
町
村
山
西
割
字
神
ノ
木

二
六
七
〇
番
一
地
先
か
ら

北
杜
市
高
根
町
村
山
西
割
字
当
り
町

四
二
番
一
地
先
ま
で

　
二
四
四
・
〇

令
和
二
年
八

月
二
十
八
日

山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。

令
和
二
年
八
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

委
託
し
た
相
手
方
の
住
所
及
び
名
称

委
託
し
た
事
務
の
内
容

委
託
し
た
期
間

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
四
丁

目
六
番
七
号
　
地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

収
納
し
た
県
営
住
宅
使
用

料
、
特
定
公
共
賃
貸
住
宅

使
用
料
及
び
駐
車
場
使
用

料
（
以
下
「
県
営
住
宅
使

用
料
等
」
と
い
う
。
）
に

関
す
る
収
納
情
報
の
取
り

ま
と
め

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
二
十

番
八
号
　
株
式
会
社
山
梨
中
央
銀
行

収
納
し
た
県
営
住
宅
使
用

料
等
を
県
の
歳
入
と
す
る

た
め
の
収
納
情
報
の
処
理

同

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

　
株
式
会
社
セ
ブ
ン

－

イ
レ
ブ
ン
・

ジ
ャ
パ
ン

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗

に
お
け
る
県
営
住
宅
使
用

料
等
の
収
納
事
務

同

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十

番
一
号
　
山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

同

同

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
十

一
号
　
株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー

ト

同

同

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番

二
号
　
株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

同

同

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目

五
番
地
一
　
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会

社

同

同

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大

字
久
地
六
百
六
十
五
番
地
の
一
　
株

式
会
社
ポ
プ
ラ

同

同

東
京
都
江
東
区
木
場
五
丁
目
十
番
十

一
号
　
国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ
ェ
ー

ン
株
式
会
社

同

同

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
九
条
西
五

丁
目
四
百
二
十
一
番
地
　
株
式
会
社

セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト

同

同

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
十

七
号
　
株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ

ー
ビ
ス

同

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
二
十
三
号
　
　
令
和
二
年
八
月
二
十
七
日

四
四
〇

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
イ
オ
ン
モ
ー
ル
甲
府
昭
和
　
山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和

町
飯
喰
字
神
明
千
五
百
五
番
地
九
外

2
　
変
更
し
た
事
項

㈠
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
吉
田
昭
夫

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地

一
　
外
一
者

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
岩
村
康
次

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地

一
　
外
一
者

㈡
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
岡
崎
双
一

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地

一
　
外
百
十
四
者

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
岡
崎
双
一

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地

一
　
外
百
十
者

3
　
変
更
の
年
月
日
　
平
成
六
年
十
二
月
二
十
七
日
外

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
昭
和
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
七
日

公
　
　
　
告

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
三
菱
U
F
J
信

託
銀
行
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
池
谷
幹
男
　
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
五
号
　
外

一
者

二
　
届
出
の
概
要

委
託
し
た
相
手
方
の
住
所
及
び
名
称

委
託
し
た
事
務
の
内
容

委
託
し
た
期
間

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
四
丁

目
六
番
七
号
　
地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

収
納
し
た
県
営
住
宅
使
用

料
、
特
定
公
共
賃
貸
住
宅

使
用
料
及
び
駐
車
場
使
用

料
（
以
下
「
県
営
住
宅
使

用
料
等
」
と
い
う
。
）
に

関
す
る
収
納
情
報
の
取
り

ま
と
め

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
二
十

番
八
号
　
株
式
会
社
山
梨
中
央
銀
行

収
納
し
た
県
営
住
宅
使
用

料
等
を
県
の
歳
入
と
す
る

た
め
の
収
納
情
報
の
処
理

同

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

　
株
式
会
社
セ
ブ
ン

－

イ
レ
ブ
ン
・

ジ
ャ
パ
ン

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗

に
お
け
る
県
営
住
宅
使
用

料
等
の
収
納
事
務

同

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十

番
一
号
　
山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

同

同

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
十

一
号
　
株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー

ト

同

同

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番

二
号
　
株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

同

同

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目

五
番
地
一
　
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会

社

同

同

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大

字
久
地
六
百
六
十
五
番
地
の
一
　
株

式
会
社
ポ
プ
ラ

同

同

東
京
都
江
東
区
木
場
五
丁
目
十
番
十

一
号
　
国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ
ェ
ー

ン
株
式
会
社

同

同

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
九
条
西
五

丁
目
四
百
二
十
一
番
地
　
株
式
会
社

セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト

同

同

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
十

七
号
　
株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ

ー
ビ
ス

同

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
二
十
三
号
　
　
令
和
二
年
八
月
二
十
七
日

四
四
一

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
中
　
　
込
　
　
ま
さ
ゑ

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
同
時
調
整
　
地
上
画
素
寸
法
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
数
値
地
形
図
デ

ー
タ
作
成
　
地
図
情
報
レ
ベ
ル
千
）

二
　
測
量
の
地
域
　
昭
和
町

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
二
年
五
月
十
四
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

◉
　
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
協
議
に
係
る
次
の
開
発

行
為
に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
二
年
八
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
　
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
字
八
乙
女
千

六
百
八
十
九
番
二
の
一
部
、
千
六
百
八
十
九
番
五
の
一
部
及
び
千
七
百
三
十
三
番
二
の
一
部
並
び
に

字
新
町
前
千
八
百
五
十
二
番
三
の
一
部
、
千
八
百
五
十
二
番
四
、
千
八
百
五
十
二
番
五
の
一
部
、
千

八
百
五
十
二
番
六
の
一
部
、
千
八
百
五
十
二
番
十
四
の
一
部
及
び
千
八
百
九
十
三
番
二
の
一
部
並
び

に
字
新
町
西
千
八
百
九
十
五
番
の
一
部
、
千
九
百
番
一
の
一
部
、
千
九
百
四
番
一
の
一
部
及
び
千
九

百
二
十
九
番
三
の
一
部
、
道
並
び
に
水
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

道
路
　
水
路

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
市
川
三
郷
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県

知
事
　
長
崎
幸
太
郎

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
二
年
八
月
二
十
七
日



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
百
二
十
三
号
　
　
令
和
二
年
八
月
二
十
七
日

四
四
二

　
政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

　
そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

中
山
よ
し
お
と
歩
む
会

中
山
　
喜
夫

中
山
　
英
毅

北
杜
市
武
川
町
三
吹
三
九
八

令
和
二
年
八
月
七

日

令
和
二
年
八
月
十

三
日

　
政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

渡
辺
え
い
こ
後
援
会
八
栄
会

小

尾

英

之

令
和
二
年
七
月

二
十
六
日

令
和
二
年
七
月

二
十
九
日

旧

日

向

　

勝

新

自
由
民
主
党
甲
府
市
支
部

向

山

憲

稔

令
和
二
年
八
月

一
日

令
和
二
年
八
月

六
日

旧

大

塚

義

久

新

矢
崎
俊
秀
後
援
会

今

村

三

雄

矢

﨑

健

吾

令
和
二
年
八
月

五
日

令
和
二
年
八
月

七
日

旧

依

田

清

登

中

村

雅

夫

新

自
由
民
主
党
塩
山
支
部

桐

原

正

仁

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
一
九
四
一

令
和
二
年
七
月

十
八
日

令
和
二
年
八
月

十
一
日

旧

鈴

木

幹

夫

甲
州
市
塩
山
下
塩
後
六
二
七

　
政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

黒
川
た
け
お
後
援
会

仲

田

勇

平

丸

田

一

穂

甲
州
市
塩
山
下
小
田
原
五
八
八

－

一 

令
和
二
年
七
月
三

十
一
日

令
和
二
年
八
月
三

日


